
 

                                                                        

横浜市立義務教育学校 霧が丘学園小学部ＰＴＡ 

規約 

 
第１章 名称及び事務所  
 第 1 条  この会は、横浜市立義務教育学校 霧が丘学園小学部 PTA と称し、

事務所を横浜市立義務教育学校霧が丘学園（以下、霧が丘学園）にお
きます。   

 
第２章 目的及び活動  

 第 2条  この会は、保護者と教職員が協力して、児童・生徒の健全な成長と幸
福をはかることを目的とします。 

 
 第 3条  この会は、前条の目的を達成するために、次の活動をします。  
      (1) よい保護者、よい教職員となるための学習活動をします。 
      (2) 家庭教育、学校教育をより充実させるための活動をします。 
      (3) 家庭と学校との緊密な連絡によって、児童・生徒の生活環境をよくす

る活動をします。 
      (4) その他、この会の目的を達成するために必要な活動をします。  
 
第３章 方針  

 第 4 条  この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針にしたがっ
て活動します。 

      (1) 学校教育に対する正しい理解をもって、建設的な協力活動をします。 
      (2) 児童・生徒の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関

と協力します。 
      (3) 会員同士の親睦をはかり、連帯と交流の輪を拡げるようにつとめま

す。 
(4) 特定の政党、宗教にかたよることなく、また、営利を目的とする行為

は行いません。 
     (5) 学校の人事、その他管理運営には干渉しません。  
 

第４章 会員 
 第 5 条  この会の会員は、霧が丘学園小学部に在籍する児童の保護者（また

はこれに代わる者）及び霧が丘学園の教職員によって構成されます。  
 
 第 6条  この会の会員は、すべて平等の権利と義務を有します。  
 
 第 7条  この会の会員は、会費を納めます。  
 
 第 8 条  この会の会員は、緑区ＰＴＡ連絡協議会、横浜市ＰＴＡ連絡協議会

及び日本ＰＴＡ全国協議会の会員となります。  

 
第５章 会計  
 第 9 条  この会の活動に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入によ

ってまかないます。  
 



 

第10条 会員区分および会費は、次のとおりとし、特別の事情のある場合は、
会費を免除することがあります。 

 
 

会員区分 会費/年額 備考 

運営スタッフ 
サポーター会員 
※教職員はサポータ
ー会員として扱う 

2,000円 運営スタッフおよびサポー
ターとして登録・活動してい
る会員の当該年度の会費で
す。運営スタッフやサポータ
ー活動を行っていただく方
の会費を減免するものです。
運営スタッフを退任、サポー
ター登録を終了した年度か

らは対象から除外されます。 
※年度を通じて一度も活動
実績がなかったサポーター
会員については、一般会員と
みなし、一般会員会費を納め
ていただきます。 

一般会員 4,000円 通常の会費です。 

 
第11条 この会の会計は、総会によって議決された予算に基づいて執行され、

決算は、会計監査を受け、総会に報告し、承認を得なければなりませ
ん。 

 
第 12条 この会の会計年度は、毎年 4月 1日から翌年の 3月 31日までとしま

す。  
 
第６章 運営スタッフおよび会計監査員 

 第 13条 この会の運営スタッフおよび会計監査員は、次のとおりです。 

区分 定員 役割 

運
営
ス
タ
ッ
フ 

リーダー 保護者 5 名以上 この会を代表し、総会決議に従

って、この会の目的の実現につ

とめます。 

組織運営担当、地域・渉外担当、

防犯担当、校外担当、校内担当

に分かれて、会務を統括します。 

事 務 担 当

スタッフ 

保護者 8 名以上 

※上記に追加して教職

員を選任することも妨

げない 

文書の受発信、調査、会計、寄付

金、備品管理、名簿管理、ＩＴ等

について会務を遂行します。 

校 外 担 当 各登校班の地区あたり 子どもたちの登下校に関する安



 

スタッフ 1 名以上（保護者） 

※上記に追加して教職

員を選任することも妨

げない 

全を守るため、主として集団登

校、スクールゾーン協議会およ

びこども１１０番の家に関する

会務を遂行します。 

ア ド バ イ

ザー 

目安として 2 名程度

（保護者） 

※リーダー経験者 

他の運営スタッフに助言・指導

を行います。 

会計監査員 2 名（保護者） 

※リーダー経験者 

総会からの委嘱を受けて、会計

の執行・管理状況について監査

を行い、その結果を総会に報告

するほか、主として適切な会計

の執行ができるよう運営スタッ

フに助言・指導を行います。 

           
第 14条 運営スタッフと会計監査員は、同一の任期において互いに兼務するこ

とはできません。  
 
第 15条 運営スタッフおよび会計監査員の任期は 1年とします。 

２．運営スタッフの同一の役職の再任は原則として２期までとします。但
し、会計監査員は、再任することはできません。 

３．教職員の場合は、前２項の限りではありません。 
４．欠員が生じた場合は、リーダー会議の決議を経て、補充することがで

き、補充されるまでの間、他の運営スタッフが代行します。 
 
第 16条 運営スタッフ及び会計監査員の選出については細則で定めます。  
 

第 17条 運営スタッフ（教職員を除く）には、以下に定める金額を支給します。 
 

個人通信端末使用料 5,000円（年額） 
 
第７章 総会  
 第 18条 総会は、この会の最高議決機関で、全会員で構成し、組織運営につい

て担当するリーダーが召集します。  
 
 第 19条 総会は、定期総会及び臨時総会とします。 
      ２．定期総会は、年 2回、原則として 5月と 3月に開きます。 
      ３．臨時総会は、リーダー会議が必要と認めた時、または、会員の 5分の

1以上の要求があった場合に開きます。  
 
 第 20条 総会では、おおむね次のことを審議し決定します。  
      ５月総会  
        (1) 活動計画及び決算、予算 



 

        (2) 規約の制定・改廃 
        (3) リーダー会議での制定・改廃された細則の報告 

        (4) 特別委員会の設置及び廃止 
        (5) その他、重要事項の審議・承認  
       

３月総会  
        (1) 活動報告 
        (2) 運営スタッフ及び会計監査員の承認 
        (3) その他、重要事項の審議・承認  
 
第 21条 総会は、出席会員及び委任状を含めた全会員の 2分の 1以上をもっ

て成立し、議事は出席者の過半数の賛成により決定します。  
２．必要に応じて、総会の決議は書面（電磁的記録を含む）による決議に

代えることができます。 
３．書面による決議の場合、議決権の行使数が全会員（世帯数および教職

員の総数）の 2分の 1以上をもって成立し、議事は議決権の行使数の
うち過半数の賛成により決定します。 

 
第 22条 総会の議長は、出席会員の中から選出します。ただし、前条の定め 

 に基づき、書面による決議を行う場合はこの限りではありません。  
 
 第 23条 総会の審議原案については、原則として総会の 5日前までに、全会

員に通知しなければなりません。  
 

第８章 リーダー会議  
第 24条  リーダー会議は、総会に次ぐ議決機関で、リーダー、校長・准校長

・副校長によって構成されます。 
 
第 25 条 リーダー会議は、定期リーダー会議及び臨時リーダー会議としま

す。 
２．定期リーダー会議は、年２回、原則として２月と４月に開催します。 
３．臨時リーダー会議は、構成員のうち１名が招集することができます。 

 
 第 26条 リーダー会議は、次の事項を審議します。  

      (1) 各活動の総合調整 
      (2) 年間収支・予算案 
      (3) 総会の議案及び運営方法 
      (4) 細則等の制定及び改廃 
      (5) 臨時総会の開催要請 
   （6）寄付金の募集 
      (7) その他必要事項の企画・運営  
 

第 27条 リーダー会議は、前条の定めるもののほか、緊急を要することがら
について、総会に代わって決定することができます。但し、次の総会
で報告しなければなりません。  

 
第 28条 リーダー会議は、構成員の 2分の 1以上の出席によって開かれ、議

事は出席者の過半数の賛成により決定します。  
２． 必要に応じて、リーダー会議の決議は書面（電磁的記録を含む）に

よる決議に代えることができます。 



 

３． 書面による決議の場合、議決権の行使数が構成員の 2 分の 1 以上
をもって成立し、議事は議決権の行使数のうち過半数の賛成により決

定します。 
 
第９章 サポーター活動 
第 29条 この会はサポーター活動を奨励し、サポーター活動の運営に必要な   

事項を細則に定めます。 
 
第 10章 特別委員会  

第 30条 特別な事項について必要があるときは、総会の決議を経て、特別委 
員会を設けることができます。目的が達成された時は解散します。  

 
第 11章 細則  

第 31 条 この会の運営に必要な細則は、この規約に反しない限りリーダー
会議において制定し、次の総会に報告します。  

 
第 12章 改正  

第 32 条 規約は、総会において、出席者の 3 分の 2 以上の賛成により改正
することができます。改正案については、総会の５日前までに、全会

員に通知しなければなりません。  
 
第 13章 個人情報保護の取り扱い 

第33条 本会が PTA 活動を推進するために必要とする個人情報の取得、利
用、提供及び管理については、「個人情報取り扱い細則」に定め、適正

に運用するものとする。 

第 34条「個人情報取り扱い細則」の制定改廃は、リーダー会議において決定

し、次の総会に報告します。 

 
附則  

  この規約は、平成 22年 4月 1日より施行します。 

平成 26 年 5 月 2 日一部改正。 

平成 28 年 4 月 1 日一部改正。 

 （義務教育学校への移行に伴う、学校名等の変更） 

平成 29 年 5 月 2 日一部改正。 

 （個人情報保護法の改正に伴う、個人情報保護の取り扱いの追加） 

令和元年 5 月 23 日一部改正。 

 （役員の書記及び会計の定員数の変更） 

令和 3 年 6 月 13 日一部改正。 

 （総会の書面決議に関する規定の追加） 

令和 4 年 4 月 1 日全面改正 

 


